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 ＜要約＞ 

● 地域コミュニティおよび RANによる問題提起にもかかわらず、MUFGとみずほは米国テキサス
州リオ・グランデ LNG事業の第 1フェーズに続いて、第 2フェーズの最終投資決定（FID）に
おいても重要な役割を担っていた 

● リオ・グランデ・バレー地域の先住民族であるカリゾ・コメクルド族の聖地と建設予定地が重
複しているテキサス LNG施設は 2026年中旬に FID達成を予定しており、みずほが財務アドバ
イザーを務めている 

● リオ・ブラボー・パイプライン事業はカリゾ・コメクルド族が所有・利用する土地について、
収用権を行使して取得する考えである 

● これらの事業に対しカリゾ・コメクルド族および地域コミュニティは強く反対しており、事業
者は先住民族の権利である「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意」（FPIC）を
取得していない 

● これらの事業への支援は、MUFGおよびみずほのグループ方針および赤道原則等の不遵守と考
えられる 

● 2024年に MUFGとみずほに提出された苦情に関しても、事業者と銀行による救済と是正につ
いて、コミュニティ代表団とのコンサルテーションは行われていない 

 

＜リオ・グランデ LNG事業＞ 
リオ・グランデ LNG事業は、米国テキサス州リオ・グランデ・デルタ地域において、ネクスト・ディ
ケイド社が現在建設中の液化天然ガス（LNG）の輸出基地である。同事業はエンブリッジ社が計画中
であるリオ・ブラボー・パイプラインからガスの供給を受ける計画である。2023年 7月、第 1フェー
ズである年産 1,700万トンの 1～3号基が最終投資決定（FID: Final Investment Decision）に到達し、
184億米ドルのプロジェクトファイナンスとなった。さらに第 2フェーズとなる各年産 600万トンの
4号基が 2025年 9月 9日、5号基が 10月 16日にそれぞれ約 67億米ドルの FIDに到達した。また同
社は 11月 24日、第 3フェーズとなる 6号基の連邦エネルギー規制委員会（FERC）への事前申請手続
きを開始したと発表し、2026年内に 7、8号基の許可申請について発表予定であるとしている。同社
は、最大 10基の液化供給設備を設置可能な用地を有していると述べていることから、今後さらなる拡
大計画が発表される可能性がある。同事業は 1から 8号基だけでも年産約 4800万トンもの LNG供給
が計画されており、完成すれば米国最大規模の LNG輸出基地となる。現在計画が発表されている合計
8基からの排出だけでも、メタン漏洩などを含めた LNGのライフサイクル全体からの温室効果ガス
（GHG）排出を考慮すると、合計 8基の稼働が終了するまで、石炭火力発電 83基分に匹敵する年間
約 3億 1580万トンもの二酸化炭素に相当する量の GHG排出をロックイン（固定化）することにな
る。 
 

＜テキサス LNG事業およびリオ・ブラボー・パイプライン事業＞ 
テキサス LNGは米国エネルギー会社のグレンファーンが計画中の年産 400万トンの LNG輸出基地で
あり、リオ・グランデ LNGの隣に建設される予定となっている。事業者はすでに FERCの認可を取得
済みであり、2024年から建設を開始し、2028年に商業運転を開始する予定であると述べている。テ
キサス LNGの建設予定地は、リオ・グランデ・バレー地域の先住民族であるカリゾ・コメクルド族の

https://www.businesswire.com/news/home/20230712253196/en/NextDecade-Announces-Positive-Final-Investment-Decision-on-Rio-Grande-LNG-Phase-1
https://investors.next-decade.com/news-releases/news-release-details/nextdecade-announces-positive-final-investment-decision-and
https://investors.next-decade.com/news-releases/news-release-details/nextdecade-announces-positive-final-investment-decision-and-0
https://investors.next-decade.com/news-releases/news-release-details/nextdecade-initiates-pre-filing-process-ferc-train-6-rio-grande
https://sotxejn.org/2025/04/14/controversial-rio-grande-lng-project-announces-plans-to-expand-proposed-gas-export-facility-2/
https://www.texaslng.com/
http://www.carrizocomecrudonation.com/about_us.html
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聖地である『ガルシア牧地』のエリアと重なっている。カリゾ・コメクルド族は地域コミュニティと
共に同事業に反対する活動を行っており、事業者による「自由意思による、事前の、十分な情報に基
づく同意(FPIC)」は取得されていない。この LNG輸出基地の建設は、ガルシア牧地を破壊することに
なる。事業者によるとみずほが同事業の財務アドバイザーを努めており、2026年中旬に FIDの達成を
目指す計画となっている。みずほの常務取締役は、財務アドバイザーとして支援できることを「光栄
に思う」とコメントしたと記載されている。 
 
リオ・ブラボー・パイプライン事業は計画中の天然ガスのパイプライン事業である。クレバーグ郡の
コンプレッサーステーションからブラウンズビルのリオ・グランデ LNGまでの約 220kmをパイプラ
インで接続し、1日最大 45億立方フィートの天然ガスを供給する計画となっている。パイプライン建
設予定地の一部のエリアはカリゾ・コメクルド族が所有し、在来種のミツバチの養蜂を行っている
が、昨年、「（事業者の）収用権を行使し、一族の土地を取得する考えである」といった内容の文章
が、事業者から何度も送付されていると報告されている（参考資料：地元団体の SNS投稿）。カリ
ゾ・コメクルド族は地域コミュニティと共に同事業に反対する活動を行っており、事業者は FPICを取
得していない。 
 

 
地図：テキサス LNG、リオ・グランデ LNG 等の建設予定地を示したマップ。周辺には地域コミュニティ居住地、野生生物保
護区およびスペース Xのロケット発射拠点施設などがある。 

 

＜日本の民間金融機関の関与状況＞ 
リオ・グランデ LNG、第 1フェーズ、1～3号基、2023年（参考） 

● 三菱 UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）：16億 4292万米ドル 

https://www.wmf.org/projects/garcia-pasture
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8a4bc655-3cf6-44b5-b6bb-ad2aeede5863/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8a4bc655-3cf6-44b5-b6bb-ad2aeede5863/content
https://glenfarnegroup.com/glenfarnes-texas-lng-assembles-initial-bank-group-to-lead-the-5-7-billion-bank-debt-financing-package/
https://www.tpr.org/environment/2024-02-05/federal-judge-rejects-pipeline-companys-attempt-to-condemn-land-in-the-rgv-before-talking-to-property-owners
https://www.instagram.com/reel/DLYXpeUR5D7/
https://www.bankingonclimatechaos.org/?client=Rio%20Grande%20LNG#fulldata-panel
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● みずほフィナンシャルグループ（みずほ）：12億 2292万米ドル 
○ コーディネーティング・リードアレンジャー、共同ブックランナー、シンジケーション・エージ
ェント、ドキュメンテーション・エージェント、グローバル・コーディネーター、P1担保エー
ジェント（参考） 
 

● SOMPOホールディングス（SOMPO）（参考） 
○ 第 1フェーズの損害保険受託者 

 
リオ・グランデ LNG、第 2フェーズ準備、2024年（参考） 

● MUFG：1億 9000万米ドル 
 
リオ・グランデ LNG、第 2フェーズ：4号基 （参考） 

● MUFG 
○ 38億 5,000万米ドルのタームローン債権者間代理人（インタークレジター・エージェ
ント） 

● みずほ 
○ 4号基の担保管理受託者（コラテラル・エージェント） 
○ Super FinCoにおけるネクスト・ディケイド社の資本調達アドバイザー 

テキサス LNG、第 1フェーズ（参考） 

● みずほ 
○ 財務アドバイザー 

これまで、フランスの銀行ソシエテ・ジェネラルやラ・バンク・ポスタル、三井住友フィナンシャル
グループ（SMBC）、スイス登記の米保険会社チャブが同事業から撤退している。当初、SMBCはネク
スト・ディケイド社の財務顧問を務めていたが、現在はこの事業に関与していない。フランスの銀行
BNPパリバも、石油・ガスに関する新たな方針を導入した後、テキサス LNGとの関係を断った（同事
業の金融機関向けリスクについてはこちらのレポートを参照にされたい）。 
 

＜地域コミュニティと市民団体による反対活動＞ 
ネクスト・ディケイド社による不十分な規制当局への対応や、地域コミュニティや市民団体による反
対活動や訴訟などを受け、同事業は度重なる遅延に直面してきた（2024年までの現地住民や市民団体
の活動とその影響についての詳細は、こちらのファクトシートを参照にされたい）。 
 
2023年 11月、地域コミュニティ、現地の先住民族であるカリゾ・コメクルド族および市民団体が共
同で、リオ・グランデ LNG事業、リオ・ブラボー・パイプライン事業およびテキサス LNG事業を承
認した FERCの決定（2023年 4 月）に対し、事業の地域社会および環境への影響を適切に判断してい
ないとして訴訟を起こした。そして 2024年 8月 6日、米国コロンビア特別区控訴裁判所は、FERCに
よるリオ・グランデ地域の 3件の LNG事業許可は、地域への環境的・社会的影響を十分に検証してい

https://www.mizuhogroup.com/beyond-the-obvious/mizuho-americas-wins-pfis-americas-bank-of-the-year-recognized-with-four-deal-specific-awards
https://www.ran.org/press-releases/insurance-certificate-obtained-by-foia-challenges-companies-climate-commitments/
https://www.bankingonclimatechaos.org/?client=Rio%20Grande%20LNG#fulldata-panel
https://www.theasset.com/article/54947/nextdecade-wraps-up-debt-financing-for-rio-grande-lng-train-4
https://glenfarnegroup.com/glenfarnes-texas-lng-assembles-initial-bank-group-to-lead-the-5-7-billion-bank-debt-financing-package/
https://www.reuters.com/business/energy/socgen-confirms-it-pulled-out-texas-lng-project-2023-03-28/
https://gasoutlook.com/news/rio-grande-lng-loses-key-financial-backer/
https://about.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb/about-chubb/citizenship/environment/pdf/chubb-corporate-climate-underwriting-criteria-for-high-emitting-industries.pdf
https://www.sierraclub.org/texas/blog/2017/10/bnp-paribas-makes-sweeping-announcement-cut-business-tar-sands-pipelines-and-lng
https://www.sierraclub.org/texas/blog/2017/10/bnp-paribas-makes-sweeping-announcement-cut-business-tar-sands-pipelines-and-lng
https://www.sierraclub.org/texas/blog/2017/10/bnp-paribas-makes-sweeping-announcement-cut-business-tar-sands-pipelines-and-lng
https://www.ran.org/2024-update-rio-grande-valley-at-risk-from-fracked-gas-export-terminals/
https://jacses.org/wp_jp/wp-content/uploads/2019/10/f3f4587241d5a547e73247c7eea46d96.pdf
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ないとして、許可を事実上取り消すという判決を下し、地域コミュニティ側の勝訴という結果になっ
た。しかし現在の米国政権下において、FERCによる LNG事業の許可は再度押し進められている。 
 
2024年 9月、リオ・グランデ地域のコミュニティ代表団とレインフォレスト・アクション・ネットワ
ーク（RAN）が共同で苦情処理プラットフォームである JaCERを通じて、同事業の資金提供者である
MUFGとみずほに対し、ネクスト・ディケイド社との関係において適切な人権デューデリジェンスを
怠ってきたとして苦情を提出した。10月には、カリゾ・コメクルド族を含む地域コミュニティの代表
団が訪日し、同事業に関与する日本の金融機関等と対話を行った。対話後、SOMPOは「先住民族およ
び地域住民の人権を侵害するおそれのある事業」について慎重に取引を判断するという旨の方針を導
入し、2025年 1月以降、新規および既存事業の保険引受・投融資の両方に適用されるため、リオ・グ
ランデ LNGにも適用されると予想される。一方、MUFGとみずほに提出した苦情の処理プロセスに
は、1年以上経過した 2026年 5月現在においても進展が見られない。JaCERの公開資料では、企業は
「通報者と対話継続中」というステータスが表記されているが、銀行グループ２社は顧客情報の「守
秘義務」を盾に、事業者の情報を一切共有しておらず、代表団には「対話」と言えるようなコミュニ
ケーションの機会は一度も提供されていない。 
 

＜懸念される負の影響＞ 
１）先住民族の権利侵害 

リオ・グランデ・バレー地域の先住民族であるカリゾ・コメクルド族は、数千年前から周辺で狩猟・
採集・農業などを行い生活を営んでいた。同事業予定地の周辺には『ガルシア牧地』と呼ばれる彼ら
の聖地があり、事業予定地の地下には村の遺跡や貝塚などの歴史遺産が残されている。カリゾ・コメ
クルド族は事業者に対し遺産の調査を希望しているが、これに対する返答がないままに現地では建設
工事が進められている。先住民族の遺跡保護は「先住民族の権利に関する国際連合宣言（UNDRIP）」
で認められている権利である。ネクスト・ディケイド社は同事業予定地から 100km以上離れたテキサ
ス州、マッカレンを拠点とする先住民族からの支持を自社ウェブサイトに記載する一方で、同事業予
定地と歴史的かつ精神的に深いつながりを持つカリゾ・コメクルド族からは「自由意思による、事前
の、十分な情報に基づく同意(FPIC)」を取得していない。カリゾ・コメクルド族は地域コミュニティと
共に、同事業に反対する活動を続けている。米国政府は、カリゾ・コメクルド族が連邦政府の承認を
得ていない民族であるとして、同民族に対する義務を放棄している。米国には、連邦政府から承認さ
れていない約 400のネイティブアメリカンの民族が存在する。民族が承認されない理由は多岐にわた
るが、それによって彼らの存在や文化、そして彼らが暮らす土地や領土に対する先祖代々からの権利
や現在の権利が否定されるわけではない。FERCのような米国の許可機関やネクスト・ディケイド社
の、リオ・グランデ・バレーの地域社会に対する環境的・文化的な影響やリスクの評価は不十分であ
る。MUFGとみずほは、赤道原則を採用することで国際金融公社（IFC）の環境・社会持続可能性に関
するパフォーマンススタンダード（IFCパフォーマンススタンダード）も採用している。この基準は先
住民族や文化遺産が関わる可能性のある産業的事業に対して、具体的な指針と配慮を定めている。リ
オ・グランデ LNGおよびテキサス LNGは、カリゾ・コメクルド族との協議を行っていない。こうし
た不十分な対応にもかかわらず、ネクスト・ディケイド社は日本の銀行から 50億米ドル以上の資金を
調達している。これらの銀行グループは、リオ・グランデ LNGおよびテキサス LNGへの資金提供や

https://www.sierraclub.org/press-releases/2024/08/dc-circuit-rules-against-ferc-approval-lng-and-pipeline-projects-south-texas
https://jacer-bhr.org/index.html
http://japan.ran.org/wp-content/uploads/2026/04/JaCER-Complaint-SEP-2024.pdf
https://www.sompo-hd.com/csr/system/vision/#02
https://jacer-bhr.org/data/media/FY2022-24List20260331JPN.pdf
http://www.carrizocomecrudonation.com/about_us.html
https://www.wmf.org/projects/garcia-pasture
https://www.next-decade.com/safety-sustainability/prosperity/
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8a4bc655-3cf6-44b5-b6bb-ad2aeede5863/content
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/8a4bc655-3cf6-44b5-b6bb-ad2aeede5863/content
https://www.gao.gov/products/gao-12-348
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standards
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standards
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7
https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-8
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金融サービスの提供を通じて、ネクスト・ディケイド社による権利侵害や IFCパフォーマンススタン
ダードに適合していない可能性がある。 

 
２）気候変動の加速 

LNGのおよそ 90％以上が二酸化炭素の 80倍以上の温室効果をもたらすメタンガスで構成されてい
る。採掘、液化、輸送などの過程における大量のメタンガス漏洩による気候変動の加速が懸念され
る。ライフサイクル全体での排出を考慮すれば、同事業の年間の二酸化炭素の排出量は 1から 8号基
だけでも石炭火力発電 83基分に相当する莫大な排出量になると予測されている。また、唯一の気候変
動対策であった炭素回収・貯留（CCS）事業についても、現時点では十分に開発が進んでいないとし
て、計画案は取り下げられた。 
 
３）絶滅危惧種の生息地の破壊 

同事業の予定地周辺の湿地帯では、絶滅が危惧される猫科のオセロットやノーザン・アプロマド・フ
ァルコン、ケンプヒメウミガメ、ライスクジラなどの生息が確認されているため、LNG施設の建設に
よる生息地の破壊が懸念される。さらに施設が稼働すれば、騒音や光害、大気および水質の汚染、船
の往来の増加等の影響が懸念される。これらの影響により、複数の絶滅危惧種に恒久的かつ重大な影
響を与える可能性が指摘されている。 
 
４）地域住民への健康被害 

同事業の予定地である米国メキシコ湾岸は、米国内で最も多くの LNG事業が集中している地域であ
り、天然ガスに含まれるベンゼンなどの有害化学物質の放出により、地域住民のガンの発生率の増加
などの健康被害が疑われている（参考資料）。同事業は現在の計画だけでも米国で最大規模の LNG施
設となることが予想されており、今後事業がさらに拡大すれば周辺住民への深刻な健康被害が懸念さ
れる。 
 

＜メガバンク 2社の赤道原則の遵守状況＞ 
MUFGとみずほは、大規模事業への融資の際に環境・社会への影響を評価するための国際基準である
「赤道原則（エクエーター原則）」を採用している。同事業は重大な環境・社会上の懸念を伴う事業
であることを示す「カテゴリーA」1に該当すると考えられる。しかし、公開情報やカリゾ・コメクル
ド族を含む地域コミュニティから提供された情報に基づき RANが実施した調査によると、事業者は原
則 5に定められた多くの要件を満たしていない可能性があることが判明した。したがって、MUFGと
みずほによる同事業への融資は、赤道原則の遵守に関する懸念が存在する。また、両銀行グループに
おいて、ネクスト・ディケイド社による原則 5の要件の遵守状況を確認するにあたり、どの程度のデ
ューデリジェンスを講じたのかという懸念が生じる。MUFGおよびみずほは、RANが送付したネクス
ト・ディケイド社によるリオ・グランデ LNG事業に関するステークホルダー・エンゲージメントの赤

 
1環境・社会に対して重大な負の潜在的リスク、または、影響を及ぼす可能性があり、そのリスクと影響が多様、回復不能、
または前例がないプロジェクト。 

https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2021/methane-and-climate-change
https://www.research.howarthlab.org/publications/Howarth_LNG_assessment_preprint_archived_2023-1103.pdf
https://sotxejn.org/2025/04/14/controversial-rio-grande-lng-project-announces-plans-to-expand-proposed-gas-export-facility-2/
https://www.reuters.com/business/energy/nextdecade-withdraws-carbon-capture-project-application-ferc-2024-08-20/
https://www.reuters.com/business/energy/nextdecade-withdraws-carbon-capture-project-application-ferc-2024-08-20/
https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/united-states/texas/stories-in-texas/mammals-ocelot/
https://tpwd.texas.gov/huntwild/wild/species/aplomfal/
https://tpwd.texas.gov/huntwild/wild/species/aplomfal/
https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-05/FEIS-volume-I_0.pdf
https://foejapan.org/wpcms/wp-content/uploads/2025/01/FoEJapan.US-LNG.pdf
https://www.mufg.jp/csr/environment/equator/index.html
https://www.mizuho-fg.co.jp/sustainability/business/investment/equator/index.html
https://equator-principles.com/
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道原則：原則５との整合性に関する書簡に対し、コメントを差し控えると返答した。ネクスト・ディ
ケイド社からは返答はなかった。 
 
表 1. コミュニティから提供された情報をもとに予測するMUFGおよびみずほの赤道原則 5「ステークホルダー・エンゲージ
メント」の遵守状況 
 

みずほ（赤道原則協会） MUFG 遵守
状況 

評価コメント 

カテゴリーA もしくはカテゴリーB を付
与された全てのプロジェクトについて、
金融機関は顧客が、影響を受ける地域社
会、労働者、および必要に応じてその他
のステークホルダー に対して、効果的な
ステークホルダー・エンゲージメントを
体系的にかつ文化的に適切な方法で継続
的に実施することを求める。 

当行はこの原則をすべてのカテゴリーA ま
たは B を付与されたプロジェクトに適用す
る。当行は、顧客により、体系的にかつ文
化的に適切な方法でプロジェクトにより影
響を受ける地域社会、労働者、および必要
に応じてその他のステークホルダーとのコ
ンサルテーシ ョンが継続的に実施されてい
ることを確認する。 

❌ 

事業者によるオープンハ
ウスイベントにて情報提
供は行われたことがある
が、継続的かつ双方的な
コンサルテーションやコ
ミュニケーションの機会
は提供されていない。 

プロジェクトが、影響を受ける地域社会
に対して重大な負の影響を与える可能性
がある時、 顧客は影響を受ける地域社会
に対して十分な情報を提供した上での協
議と参画のプロセスを取る。顧客は、プ
ロジェクトのリスクと影響、プロジェク
トの開発段階、影響を受ける地域社会が
望む言語、地域社会の意 思決定プロセ
ス、不利な条件におかれ社会的に弱い立
場のグループのニーズに応じながら協 議
プロセスを調整する。この過程において
外部からの操作、干渉、強制、脅迫があ
ってはならない。 

当行は、プロジェクトが地域社会に重大な
負の影響を与える可能性があると判断され
る プロジェクトにおいては、プロジェクト
により影響を受ける地域社会に対して顧客
が十分な情報を提供した上での協議と参画
が実施されていることを確認する。 

❌ 

2024年 8月 6日の地域
住民側の勝訴により、事
業者のこれまでの環境
的・社会的影響評価は適
切に行われていなかった
ことが司法的に事実上認
められており、地域社会
への情報提供は十分と言
えない。また、協議と参
画の機会も提供されてい
ない。 

ステークホルダー・エンゲージメントを
促すため、顧客はプロジェクトのリスク
と影響に応じて適切なアセスメント文書
を、影響を受ける地域社会と必要に応じ
て他のステークホルダーが、現地語で文
化的に適切な方法で容易に入手できるよ
うにする。顧客は、合意されたあらゆる
対策を含むステークホルダー・エンゲー
ジメントのプロセスの結果を考慮し、記
録する。 

顧客による十分な情報開示について、当行
は、アセスメント文書、またはその概要版
が、 プロジェクトにより影響を受けるコミ
ュニティの住民に対し、また関係があると
認められる場合はその他のステークホルダ
ーに対して、文化的に適切な方法で、適切
な期間、現地語で縦覧に供されていること
を確認する。 

❌ 

2024年 8月 6日の地域
住民側の勝訴により、事
業者のこれまでの環境
的・社会的影響評価は適
切に行われていないとい
うことが事実上認められ
ている。 

環境・社会に対するリスクと負の影響に
関する情報はアセスメントの初期段階、
遅くともプロジェクトの建設が始まる前
には必ず開示され、かつその後も継続的
に開示されなければならない。 

当行は、環境・社会に対するリスクと負の
影響に関する情報は環境・社会アセスメン
トプロセスの初期段階、遅くとも建設工事
前より継続的に開示され、顧客がステーク
ホルダー との協議結果を文書化しているこ
とを確認する。 

❌ 

現在、現地では整地作業
が完了し、建設作業が進
められているが、適切に
行われた環境・社会影響
評価の結果は未だ開示さ
れていない。 

https://equator-principles.com/app/uploads/EP4_Japanese_.pdf
https://www.mufg.jp/dam/csr/environment/equator/pdf/Implementation_Guidelines_2024_ja.pdf
https://www.sierraclub.org/press-releases/2024/08/dc-circuit-rules-against-ferc-approval-lng-and-pipeline-projects-south-texas
https://www.sierraclub.org/press-releases/2024/08/dc-circuit-rules-against-ferc-approval-lng-and-pipeline-projects-south-texas
https://www.sierraclub.org/press-releases/2024/08/dc-circuit-rules-against-ferc-approval-lng-and-pipeline-projects-south-texas
https://www.sierraclub.org/press-releases/2024/08/dc-circuit-rules-against-ferc-approval-lng-and-pipeline-projects-south-texas
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金融機関は、プロジェクトの影響を受け
る地域社会の中で、先住民族は脆弱な立
場にある可能性 があると認識する。先住
民族に影響を与える全てのプロジェクト
は、十分な情報提供を受けた上での協議
と参画プロセスを必要とする。それらの
プロジェクトは、プロジェクト所在国の
先住民族の権利と保護に係る当該国の法
律、および当該国が国際法に則り履行す
る義務を負う法律を遵守しなければなら
ない。IFCパフォーマンススタンダード
第 7項の 13～17節は、次のいずれかに
該当する場合、先住民族の自由意思によ
る、事前の十分な情報に基づく同意
（Free, Prior and Informed Consent：
FPIC）が求められる特別な状況としてい
る 

- 先住民族が伝統的に領有、または、慣
習的に使用している土地と自然資源に対
する影響があるプロジェクト 

- 伝統的に領有、または、慣習的に使用
している土地と自然資源からの先住民族
の移転を必要とするプロジェクト 

- 先住民族のアイデンティティにとって
不可欠な重要な文化遺産に著しい影響が
あるプロジェクト 

- 商業的な目的で彼らの文化遺産を使用
するプロジェクト 

先住民族（Indigenous Peoples）に影響をあ
たえるすべてのプロジェクトは、十分な情
報 提供を受けた上での協議と参画が実施さ
れていることに加え、プロジェクト所在国
の先住民族の権利と保護にかかる当該国の
法律および当該国が国際法に則り履行する
義務を負う法律の遵守が必要であるととも
に、IFCパフォーマンススタンダード第 7項
が定める特別な状況の場合には、先住民の
自由意思による、事前の十分な情報に基づ
く同意（Free, Prior and Informed Consent
（FPIC）が取得されていることを確認す
る。IFCパフォーマンススタンダード第 7項
13節～17節は、以下に該当する場合を、
FPICが求められる特別な状況であると定め
ている。 

- 先住民族が伝統的に占有、または、慣習的
に使用している土地や自然資源に対する影
響があるプロジェクト 

- 先住民族が、伝統的に占有、または、慣習
的に使用している土地や自然資源からの移
転することを余儀なくされるプロジェクト 

- 先住民族のアイデンティティにとって不可
欠な重要な文化遺産に著しい影響があるプ
ロジェクト 

- 商業的な目的で先住民族の文化遺産を利用
するプロジェクト 

❌ 

米国テキサス州のカリ
ゾ・コメクルド族は
UNDRIPの定義に基づく
現地の先住民族であり、
同事業予定地の地下には
歴史遺産が眠っている。
また周辺には彼らの聖地
「ガルシア牧地」があ
り、同事業の周辺環境へ
の悪影響が懸念される。
カリゾ・コメクルド族の
代表者は同事業者から十
分な情報提供、協議、参
画などは提供されていな
いと主張しており、同事
業者は FPICを取得せず
に建設作業を進めてい
る。米国政府は、カリ
ゾ・コメクルド族が連邦
政府の承認を得ていない
民族であるとして、同民
族に対する義務を放棄し
ている。これらの銀行グ
ループは、リオ・グラン
デ LNGおよびテキサス
LNGへの資金提供や金融
サービスの提供を通じ
て、ネクスト・ディケイ
ド社による権利侵害や
IFCパフォーマンススタ
ンダードの不遵守に加担
している可能性がある。 

 

（凡例：✔遵守 ❌不遵守） 

 
 
＜メガバンクによる有効な対応の欠如＞ 
コミュニティ代表団と RANが共同で JaCERを通じて苦情を提出して 1年以上が経過したが、未だにコ
ミュニティの求める救済に向けた対応の進捗は見られない。JaCERの公開資料では、企業は「通報者
と対話継続中」というステータスが表記されているが、銀行グループ 2社は顧客情報の「守秘義務」
を盾に、顧客である事業者との交渉や救済に向けた対応に関する協議などの情報を一切共有しておら
ず、代表団には「対話」と言えるような機会は一度も提供されていない。「守秘義務」とは一般的
に、金融機関が顧客との取引に関連して知り得た情報を正当な理由なくして他に洩らしてはならない
義務であると解釈されるが、顧客による先住民族の権利侵害などの深刻な負の影響に関する苦情への
対応は、ここで言う「正当な理由」に当たると考えるべきではないだろうか。 
 

https://jacer-bhr.org/data/media/FY2022-24List20260331JPN.pdf
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両銀行グループは資金提供によって発生した現地の環境や社会への負の影響についての説明責任から
逃れながら、同事業の拡張事業への支援により利益を得ることを継続している。また、リオ・グラン
デ LNGの建設地では、整地作業が終了し、建設作業が着々と進められている。地下に眠っている先住
民族の歴史・文化遺産の破壊や、周辺に生息する絶滅危惧種への悪影響が懸念される。先住民族の歴
史・文化遺産の破壊は重大かつ不可逆的な人権侵害となる可能性が高く、一刻も早い対応が求められ
る。 
 

＜結論＞ 
今回の調査により、MUFGとみずほは赤道原則の遵守を公約していながら、原則５において顧客であ
るネクスト・ディケイド社に求められるステークホルダー・エンゲージメントおよび苦情処理メカニ
ズムの多くの項目が未達成であるにも関わらず、リオ・グランデ LNGへの資金提供およびその他の金
融サービスを提供していたことが判明した。カリゾ・コメクルド族に対する権利侵害は、IFCパフォー
マンススタンダードへの違反とみなされ、銀行グループはこうした権利侵害に加担している可能性が
ある。また、金融サービスは両銀行グループの主要ビジネス活動であるにも関わらず、金融サービス
の提供に伴う権利侵害に係る苦情に対し、顧客情報の「守秘義務」を盾に、これまで真の対話の機会
を提供しておらず、真摯な対応とは到底言えない状況にある。これは、両銀行グループが支持・尊重
を公約している国際連合「ビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）」や OECD 多国籍企業ガイド
ライン等の国際基準における期待を満たしていない。顧客企業が赤道原則で求められる対応を怠った
今回のような事例において責任ある金融機関として求められる対応を行うためには、融資契約の締結
の際にあらかじめ、顧客による違反や不遵守に伴う負の影響が発生した際には、救済に必要となる一
部の顧客情報を公開するといった内容の条件を加えるなどの措置を検討するべきである。 
 
また、両銀行グループ自身の先住民族の権利に関する方針をはじめとする、社会・環境方針への違反
も疑われる。両銀行グループは「先住民族の地域社会へ負の影響を与える事業」についてリスクや影
響を考慮し、支援について慎重に判断するといった内容の方針を持っている（参考：MUFGおよびみ
ずほの方針）。本案件への支援は上記の方針の違反と考えられる。日本の銀行グループはこれまで先
住民族の権利侵害と考えられる多くの事業2を支援したことが NGOから報告されており、本方針の存
在意義自体が疑問視される。しかし、両銀行グループは本方針の判断に係る内部基準を公表していな
いため、方針の不遵守なのか内部基準に問題があるのか判断が困難な状況である。 
 

＜両銀行グループに求められる対応＞ 
MUFGおよびみずほは、以下の措置を講ずるべきである。 
   

1. リオ・グランデ LNG、テキサス LNGおよびリオ・ブラボー・パイプライン事業における先住
民族の権利侵害をはじめとした負の影響と顧客企業による対応状況の事実確認を行うこと 

2. 上記事業による負の影響への救済と是正について、早急にコミュニティ代表団とコンサルテー
ションを開始し、JaCERに提出された苦情処理を顧客企業とともに進めること 

 
21) Saguaro Energia LNG Project、2) Papua LNG project、3) LNG Canada Project and Coastal Gaslink Pipeline Project 

https://www.reuters.com/business/energy/nextdecade-eyes-first-lng-rio-grande-train-1-2027-2026-03-02/
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100586174.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100586174.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100586174.pdf
https://www.mufg.jp/csr/policy/index.html
https://www.mizuho-fg.co.jp/sustainability/business/investment/pdf/environment.pdf
https://www.mizuho-fg.co.jp/sustainability/business/investment/pdf/environment.pdf
https://www.clientearth.us/media/3ubbzkqb/clientearth-and-nrdc-letter-to-mufg.pdf
https://www.banktrack.org/article/ngos_submit_first_formal_equator_principles_complaint_against_mufg_and_potential_financiers_of_the_papua_lng_project
https://foejapan.org/en/issue/20210922/3867/
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3. 上記事業の顧客による方針の不遵守状況の深刻度を考慮して、これらの事業や顧客への今後の
支援を停止すること 

4. 今後の融資契約の際に、顧客企業による不遵守に伴う負の影響が発生した際に、救済に必要と
なる一部の情報を公開するといった内容の条件を加えること 

5. MUFGおよびみずほの「先住民族の地域社会へ負の影響を与える事業」への支援に係る方針の
判断に用いる内部基準を公表すること 

6. 執行部門の判断により発生した方針違反について、苦情などの外部通報に基づいて取締役や監
査部門の下で独立監査を行うガバナンス機能強化策を導入すること 
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